
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

河内長野市くらしサポート第２課 

電話 0721(53)1111 

ＦＡＸ0721(52)4920  



１ 

精神障がい者保健福祉手帳 （精神保健福祉法第４５条） 

申請・相談先：市役所くらしサポート第２課 

 精神疾患による障がいのある方のために精神障がい者保健福祉手帳が交付されています。 

《対象》 

 精神障がいのため日常生活や社会生活にハンディキャップのある方に交付されます。 

入院・在宅による区分や、年齢制限はありません。 

 ※障がいの範囲 

   統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、

及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障がいは含まれません。 

 

《障がいの等級と判定基準》 

  手帳の等級は、１・２・３級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活の障がいの状

態の両面から総合的に判定されます。 

 

《申請書類一覧》 

申請・届出事項 申請書 

年金 

証書 

（写） 

年金の 

振込 

通知書 

（写） 

同意書 
手帳用 

診断書 

手帳 

（写） 

写真 

縦４×横３㎝ 

再交付 

申請書 
変更届 印鑑 

新規 

障がい年金と同じ等級

で申請する場合 
○ ○ ○ ○     ○     ○ 

診断書で申請する場合 ○       ○   ○     ○ ※ 

更新 

障がい年金と同じ等級

で申請する場合 
○ ○ ○ ○   ○ ○     ○ 

診断書で申請する場合 ○       ○ ○ ○     ○ ※ 

河内長野市以外から居住時を移した 

旨の届出（大阪市・堺市含む） 
○         ○ ○     ○ ※ 

等級変更の申請 ○ △ △ △ △ ○ ○     ○ ※ 

再交付           ○ ○ ○   ○ ※ 

記載事項変更 

（氏名・市内転居） 
          手帳     ○ ○ ※ 

※印鑑の欄に「※」の記載されている手続きについては、印鑑を省略することも可能です。 

※自立支援医療（精神通院）制度と同時申請が可能ですのでご相談ください。 
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●精神障がい者保健福祉手帳を取得すると…●  

 

 

《税制上の優遇措置》 

 本人や、本人を扶養する家族にかかる所得税や、住民税などが減免されることがあります。 

 要件や申請時期等詳細については、下記へお問い合わせください。 

措   置 問い合わせ先 電話番号 

所得税の障がい者控除等 

富田林税務署 ０７２１（２４）３２８１ 相続税の障がい者控除等 

贈与税の非課税 

住民税の障がい者控除等 

市役所税務課 ０７２１（５３）１１１１ 

種別割（旧：軽自動車税）の減免 

種別割(旧：自動車税)の減免 南河内府税事務所 ０７２１（２５）１１３１ 

環境性能割（旧：自動車取得税）の減免 
軽自動車検査協会 ０５０-３８１６-１８４２ 

近畿運輸局大阪運輸支局  ０５０-５５４０-２０６０ 

利子等の非課税（マル優） 郵便局・銀行等に直接お問い合わせください。 

 

 

《交通運賃の割引》 

  鉄道運賃や航空運賃等が割引される場合があります。割引適用距離や介護者の割引等

については各事業者によって異なりますので、詳しくは各事業者にお問い合わせくださ

い。 

障がい等級 旅客運賃割引区分 

１級 第１種 

２級又は３級 第２種 

 

《有料公共施設の料金の減免》 

  大阪府内の公の施設等の使用料等が減額または免除される場合があります。 

 

《携帯電話基本使用料の割引》 

  詳しくは各事業者にお問い合わせください。 

 

《映画館・演芸場の料金の割引》 

  詳しくは利用される各映画館・演芸場にお問い合わせください。 
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《重度障がい者医療費助成制度》担当：市役所 保険医療課 

  医療保険適用の医療費の自己負担分の一部が助成されます。 

  対象は、精神障がい者保健福祉手帳１級を所持されている方です。 

 

《後期高齢者医療制度への加入》担当：市役所 保険医療課 

   ６５歳から７４歳までの方で、精神障がい者保健福祉手帳１級又は２級の方は、後

期高齢者医療制度に加入することができます。 

   加入することで、医療機関の窓口でお支払いただく自己負担割合が１割（一定以上

所得のある方は２割、現役並み所得者は３割）となる場合があります。 

   同制度へ加入すると、所得に応じた保険料のお支払いが必要になります。 

 

《重度障がい者タクシー料金助成制度》担当：市役所 くらしサポート第２課 

  タクシーの初乗り運賃分の助成券を１ヶ月につき２枚の割合で交付します。 

  対象は、精神障がい者保健福祉手帳１級を所持されている方です。 

 

《その他》 

  ・府営住宅の「福祉世帯向け」に申し込むことができる場合があります。 

  ・生活保護を受給している方は障がい者加算の対象となる場合があります。 

  ・駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができます。（１級のみ） 

  ・NHK受信料の減免の対象となる場合があります。 
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自立支援医療（精神通院） 
 

 

 

 精神疾患を有し、継続して通院治療を必要とする方を対象に、精神疾患の通院治療に

係る医療費の自己負担割合が１割になり、月額自己負担上限額が定められます。 

 制度の利用には事前に申請が必要となります。 

《対 象》 

 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質そ

の他の精神疾患を有し、継続して通院治療を必要とする方。 

 具体的には、通院される医療機関等に相談して下さい。 

 

《利用できる医療機関》 

 各都道府県等の指定を受けた医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等）の

中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ自立支援医療を受けることができ

ます。指定状況については、各医療機関または市役所までお問い合わせください。 

 なお、原則通院先の医療機関は１か所までとなります。薬局は２か所までです。 

 

《有効期間》 

 有効期間は１年間で、継続して受給を受ける場合、有効期限の３ケ月前から有効期限

満了日までの間に継続手続きを行ってください。（※継続手続きの案内はありません） 

 新規申請の場合、市の受付日から１年間となります。 

申請・届出事項 申請書 同意書 
市民税課

税証明書 

※１ 

健康保険

証（写） 

※２ 

自立支援医

療用診断書 
受給者証 

記載事項

変更届 

再交付

申請書 
印鑑 

新規 ○ ○ △ ○ ○    ○ ※ 

継続・再認定 ○ ○ △ ○ ○△ ○   ○ ※ 

保険の種類変更 ○ ○ △ ○ △ ○   ○ ※ 

医療機関変更 ○     ○   ○ ※ 

住所・氏名変更      ○ ○  ○ ※ 

再交付        ○ ○ ※ 

他府県から転入 ○  
○ 
※３ 

○  ○写し   ○ ※ 

※１自立支援医療申請時に市町村民税課税証明書が必要となる場合があります。 

※２生活保護受給者の方は不要です。（ただし、生活保護受給証明書が必要となる場合があ

ります。） マイナンバーカードの健康保険証（マイナ保険証）利用登録をしている場合

も、引き続き保険証等（健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータ

ルの資格情報画面が印字されたもの）の写しの提出をお願いします。 

※３他府県（政令市を含む）から転入される場合は、改めて所得区分を審査しますので、

市町村民税課税証明書が必要となる場合があります。 

※４印鑑については省略することも可能です。  

障害者総合支援法 

申請・相談先：市役所 くらしサポート

第２課 
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●障害者総合支援法による障がい福祉サービスなど●  

《障がい支援区分について》 

サ－ビスの利用には、障がい支援区分の認定が必要です。障がい支援区分には非該当・

区分１～６まであります。区分によって利用できるサービスの内容や自己負担額が変わる

ことがあります。 

《障がい福祉サービスの内容》             注：抜粋しています 

居宅介護 

（ホームヘルプサービス） 

食事や身の回りのことなどのサービスをホームヘルパーととも

に行うことにより支援します。通院等介助も含みます。    

グループホーム 

（共同生活援助） 
食事や相談などの支援をうけながら共同生活をする場。 

自立訓練（生活訓練） 

施設や病院を退所・退院し、地域生活への移行を図る上で必要な

生活能力の維持・向上のため通所して生活等に関する相談及び支

援その他必要な支援を行います。 

地域移行・地域定着支援 
施設や病院から地域生活に移行するための支援及び地域に定着

するための様々な支援を行います。 

就労移行支援 

（期限：二年間） 

就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じ

て、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練をします。 

就労定着支援 

（６ヶ月以上４２ヶ月未満） 

就労移行支援等を利用して、一般就労に移行し６ヶ月経過した方

に対して事業所・家族等との連絡調整等一定期間支援します。 

就労継続支援 

（A 型・B 型） 

通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生

産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要

な訓練の提供 

 
《利用までの流れ》 

１、市役所 くらしサポート第２課にて申請 

～サービス等利用計画（案）の作成が必要ですので、作成可能な 

事業所等をご紹介します。 

２、認定調査→審査（障がい支援区分の認定） 

３、サービス等利用計画（案）に基づき支給決定 

４、利用する内容にあった事業所を決めて契約し、利用開始 

 

《費用について》 

原則的にサービスにかかる費用の１割を負担していただきます。 

※居宅介護自己負担額の例  （令和５年４月現在の額です。） 

家事援助：1時間あたり約５００円（１時間あたり約５０００円×１割＝5００円） 

自己負担上限額の減免制度がありますのでご相談下さい。 

 

利用については、市役所くらしサポート第２課へご相談ください。 

  

障がい者手帳・印鑑・収入のわか
る物等をご持参下さい 

※印鑑は省略することも可能で
す 
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●地域生活支援事業● 

≪相談支援事業≫  ※市委託相談支援事業所は次ページに掲載しております。 

障がい者やその家族の日常生活での困りごとや悩み事等についての相談に

応じます。サービス等利用計画の作成や事業所紹介も行います。 

 

≪移動支援（ガイドヘルプサービス）≫ 
               利用については、市役所くらしサポート第２課へご相談ください。 

 屋外での移動に困難のある方に対して、社会生活上必要不可欠な外出の際にヘルパーが

支援します。原則的にサービスにかかる費用の１割を負担していただきます。 

サービスにかかる費用単価は１時間あたり２，０００円（３０分として計算する場合は

１，０００円）ですので、自己負担額は１時間あたり２００円となります。 

世帯の収入状況 月額上限額 

①生活保護受給世帯 ０円  

②市民税非課税世帯 ０円  

③市民税課税世帯 ４，０００円  

 

●こころの健康・医療に関する相談がしたいとき● 

機関名 相談内容 連絡先 

河内長野市 

   保健センター 
医療に関する相談を行っています。 

０７２１ 

５５－０３０１ 

富田林保健所 
精神科に関する専門の医療相談を行

っています。地区の担当者がいます。 

０７２１ 

２３－２６８１ 

救急安心センター 

おおさか 

急な病気やけがの緊急性に関する相

談と症状に応じた救急病院の案内を

行います。 

＃７１１９ 

または 

０６（６５８２）

７１１９ 

おおさか精神科 

救急ダイヤル 

（２４時間） 

夜間休日を中心に２４時間府民の様々な

医療相談に対応するための電話相談窓口 
０５７０ 

（０１） 

５０００ 

平日９時～１８時 平日のその他の時間及び休日 

医療機関等の関係機関

を紹介・案内します。 

様々な相談に応じるほ

か、必要に応じて救急

当番病院を案内する。 
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●精神保健福祉についての相談がしたいとき● 

 

機関名 相談内容 連絡先 

河内長野市役所 

くらしサポート 

第２課 

精神障がい者の社会復帰・日常生活

に関する相談に応じています。 

自立支援医療・精神障がい者保健福

祉手帳についての相談・申請手続き

も行います。 

（年末年始・祝日を除く 

月～金の９：００～１７：３０） 

０７２１ 

５３－１１１１ 

内線 １９４ 

相談支援事業所 

こころッと 

精神障がい者やその家族の日常生活

での困りごとや悩みごと、将来への

不安や就労のこと、福祉サービスの

利用方法等の相談について情報提供

や助言等を行います。 

（年末年始・祝日を除く 

月～金の９：００～１７：３０） 

０７２１ 

５３－４０８６ 

基幹相談支援センター 

ピアセンターかわちながの 

（相談支援事業） 

障がい者やその家族の日常生活での

困りごとや悩みごと、将来への不安

や就労のこと、福祉サービスの利用

方法等の相談について情報提供や助

言等を行います。 

（年末年始・祝日を除く 

月～金の９：００～１７：３０） 

０７２１ 

７０－７００２ 

 
 

●日中の活動の場● 

          ※主に精神障がい者を対象としている活動を抜粋して掲載しています。 

施設名 内容等 所在地等 

地域活動支援センター 

こころッと 

軽スポーツや趣味の活動ほか地域

の実情に合わせた活動の機会を提

供するとともに、社会との交流を

はかる場です。見学等利用につい

ては直接お問合せ下さい。 

月～金 ９：００～１７：３０ 

河内長野市 

本町２６－２９ 

福田ビル ５階 

０７２１ 

５３－４０８６ 

その他近隣地域の事業所については市役所くらしサポート第２課または相談支援事業所にご相談下さい。 
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●河内長野市立福祉センター等● 
 

施 設 名 利用方法等 所在地・問い合わせ先 

河内長野市立 

障がい者福祉センター 

あかみね 

手帳を提示し、申し込んでください。 

《休館日》 日曜・祝日・年末年始 

《利用時間》 

平日は午前９時から午後５時まで 

土曜日は正午まで 

河内長野市 

小山田町３７９－１６ 
 

℡０７２１ー５６－１５９０ 

河内長野市立福祉センター 

錦渓苑 
いずれかの施設に手帳を提示し、利用証の

交付を受けてください。 

《休館日》 

① 毎週月曜日（祝日にあたるときは、その翌日も） 

② 国民の祝日（敬老の日を除く） 

③ 敬老の日の翌日 

④ １２月２９日から翌年１月５日まで 

※ 臨時に休閉館する場合があります。 

《開館時間》 

午前９時から午後５時まで 

（浴室は午前１１時から午後４時まで） 

河内長野市 

大師町２６－１ 

 

℡：０７２１－６５－０１２３ 

河内長野市立小山田 

地域福祉センター 

あやたホール 

河内長野市 

小山田町１８２４－４ 

 

℡：０７２１－５４－０７７３ 

河内長野市立清見台 

地域福祉センター 

くすのかホール 

 

河内長野市 

清見台４－１８－２ 

 

℡：０７２１－６２－７７９９ 

●詳しくは各施設に直接お問い合わせください● 
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●その他の制度等● 

《障害年金》 

病気やけがによって日常生活や就労が困難になる等の障がいの状態になった場合、一定

の条件を満たせば支給されます。申請には医師の診断書等が必要です。 

 ◆障害基礎年金 

  ①国民年金加入中に障がい者になった場合（拠出制年金） 

  ②２０歳前に障がい者になった場合（無拠出制年金） 

                  ～窓口～河内長野市 市民窓口課 

 ◆障害厚生年金・障害共済年金 

  上記の年金に加入していた場合 

        ～窓口～日本年金機構 年金事務所又は年金相談センター 

     ※共済組合加入期間がある方は、申請先が異なる場合があります。   

 

 
 

 

《特別障がい者手当》担当：市役所 くらしサポート第２課 

２０歳以上の障がい者で、重度の障がい（身体障がい者手帳１～２級・療育手帳Ａ・精

神障がい者保健福祉手帳１級相当の障がい）が重複している場合や、日常生活において常

時特別の介護を必要とする重度の障がい者などが受給できます。申請には医師の診断書が

必要です。 

  ※入院や施設入所している場合は受給できません。また所得制限もあります。   

 

《障がい児福祉手当》担当：市役所 くらしサポート第２課 

２０歳未満の障がい児で、重度の障がい（身体障がい者手帳１～２級・療育手帳Ａ・精

神障がい者保健福祉手帳１級相当の障がい）を有するため、日常生活において常時特別の

介護を必要とする障がい児が受給できます。申請には医師の診断書が必要です。 

  ※対象の障がい児が障がいを支給事由とする年金を受給したとき、施設に入所したと

き、障がいの程度が認定基準の障がいの状態に該当しなくなったとき、または２０

歳に達したときには受給資格がなくなります。また所得制限もあります。 

 

 

 



１０ 

《高額な診療を受ける場合の制度》 

病気やけがなどで医療機関にかかり高額な診療を受ける場合、一ヶ月の医療機関などで

の支払いを一定金額までにすることができます。 

  ●窓口●  

国民健康保険の方は、市役所保険医療課に、 

       その他の保険の方は、ご加入の医療保険にご相談下さい。 

 

《日常生活自立支援事業》 

いろいろな福祉サービスなどを利用したいけれど利用のしかたがわからない、日常生活

の中での金銭管理に不安がある等、住み慣れた地域での生活を支援する事業です。 

   ～利用対象者～ 

    判断能力に不安のある方。 

   ～援助内容～ 

    ●福祉サービスについての情報提供  ●日常的な金銭管理の援助 

    ●通帳・印鑑などの保管 

※相談や支援計画の作成は無料です。生活支援員による援助は原則として利用料が必要です。 

◆申し込み先：河内長野市社会福祉協議会 ℡：０７２１－６５－０１３３◆ 

 

《成年後見制度：任意後見制度》 

認知症，知的障がい，精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々を、家庭裁判所

が選任した後見人によって保護・支援する制度です。  

◆後見制度の申立て～大阪家庭裁判所堺支部 072-223-7001（代表） 

大阪府堺市堺区南瓦町２－２８（南海高野線堺東駅から南西へ徒歩５分） 

◆任意後見制度の利用～堺公証人合同役場 072-233-1412  

大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18現代堺東ビル4階 

◆その他の相談先～ 

社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部 ０６-６９４１-５３５１ 

        大阪市中央区和泉町１丁目１番６号（地下鉄谷町４丁目駅８番出口より谷町筋を南へ徒歩５分） 

電話相談専用 ０６-４７９０-５６５６ 

 

 

 

 



１１ 

＝主要施設・公的機関等＝ 

施設名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

河内長野市 

社会福祉協議会 

５８６－００３３ 

河内長野市喜多町６６３－１ 

イズミヤ河内長野店４階内 

０７２１（６５）０１３３ ０７２１（６５）０１４３ 

天王寺 

年金事務所 

５４３－００５５ 

天王寺区悲田院町７－６ 
０６（６７７２）７５３１ ０６（６７７２）３３３８ 

南河内 

府税事務所 

５８４－００３１ 

富田林市寿町２－６－１ 
０７２１（２５）１１３１ ０７２１（２５）２１９２ 

軽自動車検査協会 

大阪主管事務所和泉支所 

５９４－００３１ 

和泉市伏屋町１－１３－３  
０５０－３８１６－１８４２ ０７２（２８４）８７６７ 

近畿運輸局大阪運輸支局 

和泉自動車検査登録事務所  

５９４－００１１ 

和泉市上代町 
０５０－５５４０－２０６０  

大阪府こころの 

健康総合センター 

５５８－００５６ 

住吉区万代東３－１－４６ 
０６（６６９１）２８１１ ０６（６６９１）２８１４ 

（社）大阪府精神障がい者 

家族会連合会 

５４０－０００６大阪市中央区法円坂１－１－３５ 

アネックスパル法円坂A棟４階 
０６（６９４１）５７９７ ０６（６９４５）６１３５ 

ハローワーク 

河内長野 

５８６－００２５ 

河内長野市昭栄町７－２ 
０７２１（５３）３０８１ ０７２１（５３）３１９４ 

富田林保健所 
５８４－００３１ 

富田林市寿町３－１－３５ 
０７２１（２３）２６８１ ０７２１（２４）７９４０ 

南河内南障がい者就業・

生活支援センター  

５８６－０014 

河内長野市長野町５－１－３０１ 
０７２１（５３）６０９３ ０７２１（５３）６０９５ 

大阪家庭裁判所 

堺支部 

５９０－００７８ 

堺市堺区南瓦町２－２８ 
０７２（２２３）７００１  

堺公証人合同役場 

５９０－００７６ 

堺市堺区北瓦町２-４-１８ 

現代堺東ビル４階 

０７２（２３３）１４１２ ０７２（２３３）１４４１ 

成年後見センター・リー

ガルサポート大阪支部 

５４０－００１９ 

大阪市中央区和泉町１－１－６ 

大阪司法書士会館内 

０６（４７９０）５６４３  

高齢者・障がい者総合支

援センターひまわり 

５３０－００４７ 

大阪市北区西天満１－１２－５ 

大阪弁護士会館 １階 

０６（６３６４）１２５１ ０６（６３６４）１２５２ 

堺脳損傷協会 
５９９－８２４２ 

堺市中区陶器北４４９ 
０７２（２３６）４１７６  

大阪府発達障がい者支援 

センターアクトおおさか 

５４０－００２６ 

大阪市中央区内本町１－２－１３ 

谷四ばんらいビル１０階 A 

０６（６９６６）１３１３ ０６（６９６６）１５３１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和８年４月改訂】 


